
財源 1,003 1,832 1,709 1,832 1,832

人　件　費 34,240 27,392 27,392 27,392 27,392

投入 常勤職員 5人 4人 4人 4人 4人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 35,243 29,224 29,101 29,224 29,224

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 正確かつ迅速に処理された届出件
件

戸籍・住民基本台帳・印 1,400 1,400 1,400

① 数 鑑登録等の届出件数 1,698 1,898 －

活動 正確かつ迅速に処理され発行され
件

戸籍・住民票の写し・税 10,000 10,000 10,000

② た各種証明書の件数 証明等の交付件数 12,145 11,792 －

成果 住民票の写しの作成時間
分

1部あたりの住民票の写 1 1 1

① しの作成時間 1 1 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

全てにおいて目標を達成しており、正確かつ迅速に実施している。地域に根差した窓口として、届出・証明書発行ともに利用
状況

度は高い。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 1 頁

事務事業名 21160 美笹支所運営管理費

担当組織 市民生活部 市民課 担当 美笹支所担当

組織コード
R2 13 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 02 01 08 01 01

記入日 令和 2年 6月 2日
R1 13 02 00 R1 01 02 01 08 01 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 84 住民基礎情報の管理

事業期間 平成１７年度 ～ 令和２年度

戸籍法、住民基本台帳法、行政手続における特定の 戸田市第４次総合振興計画

根拠法令 個人を識別するための番号の利用等に関する法律、 関連計画
通 達 等 戸田市印鑑条例、戸田市税条例およびこれらの法律 施政方針

の関連法令等

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

対象
納税者および戸籍・住民基本台帳・印鑑登録の届出（申請）者・各種証明書等の申請者

戸籍、住民異動の届出受付、各種証明書の交付、市税等収納窓口を適正に運営し、より身近で利用しやすい地域の行政サー

事業目的 ビスの拠点として、市民サービスの向上を図る。

戸籍・住民異動等の各種届出受付業務、各種証明書交付業務、市税等収納業務。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

美笹支所管理 美笹支所管理 美笹支所管理 美笹支所管理 美笹支所管理

運営 運営 運営 運営 運営

事　業　費 1,003 1,832 1,709 1,832 1,832

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般



2 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

住民基礎情報の管理において、身近な窓口として地域住民の利便性も含め大いに

Ａ Ａ Ａ 貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

必要最小限の人数で実施しており、事業費は人件費を含めて適正である。

Ｂ Ｂ Ｂ

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

戸籍事務は法定受託事務であり、住民基本台帳事務等の他の事務についても市の

Ｂ Ｂ Ｂ 固有事務であることから、市の関与は必要である。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

各種証明書の手数料については、適正な範囲である。

Ｂ Ｂ Ｂ

４．令和元年度中に実施した見直し内容
　窓口業務の更なる円滑化を図る為、令和元年９月に執務室奥のレイアウトの一部変更を実施し、マイナンバー

業務に特化して対応できるよう窓口再編を行った。

見直し内容

　窓口再編を行ったことにより手続きに要する時間が短縮され作業効率が向上したことにより、更に適正かつ迅

速な窓口サービスの提供が出来た。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

　笹目、美女木地域の住民に対する行政サービスの拠点として、引き続き窓口利用者に適正なサービスを提供し

事業の方向性 ていく。

　笹目、美女木地域の行政拠点として、地域住民に親しまれ、より利用しやすい窓口環境の整備を目指す。また

窓口利用の現状を確認し、提供サービスの最適化に取り組んでいく。

今後の取組方針



.1人 0.1人 0.1人 0.1人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 37,647 39,754 43,610 39,754 39,754

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 死亡届取扱い件数
件

戸田市受理分・他市町村 1,080 1,095 1,185

① からの送付分 1,090 1,181 －

活動
② －

成果 葬祭助成金支給件数
件

死亡した市民の葬祭主宰 750 727 750

① 者による申請 713 738 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

活動・成果ともに目標を達成した。窓口配布に加え、市ホームページでも制度を周知しており、申請件数については、制度対
状況

象外(葬儀未実施の場合や葬祭扶助を受けた場合は制度対象外)もある中で、高い申請件数（死亡者９１８人に対し申請は７３
の分析

８件）であった。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 3 頁

事務事業名 6980 葬祭助成事業

担当組織 市民生活部 市民課 担当 管理担当

組織コード
R2 13 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 02 01 16 01 01

記入日 令和 2年 6月23日
R1 13 02 00 R1 01 02 01 16 01 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 84 住民基礎情報の管理

事業期間 平成２４年度 ～ 令和２年度

戸田市葬祭助成金支給条例

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

対象
死亡した市民（住民基本台帳に記録されている者）の葬祭主宰者

市民の死亡による葬祭に対して戸田市葬祭助成金を支給し、市民の福祉の増進に寄与すること。また、葬祭主宰者の費用負

事業目的 担の軽減を併せて目的とする。

葬祭主宰者の申請に基づき、１人につき一律５万円を助成する。ただし、生活保護法の規定による葬祭扶助を受けた者を除

く。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

葬祭助成金の 葬祭助成金の 葬祭助成金の 葬祭助成金の 葬祭助成金の

支給 支給 支給 支給 支給

事　業　費 36,962 39,069 42,925 39,069 39,069

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 36,962 39,069 42,925 39,069 39,069

人　件　費 684.8 684.8 684.8 684.8 684.8

投入 常勤職員 0.1人 0



4 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

戸籍届出、住民基本台帳への記載と連動しながら適正に業務を遂行しており、施

Ａ Ａ Ａ 策の目標達成に貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

予算執行率は９０％を超えており、効率的に執行されている。

Ａ Ａ Ａ

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。

＜判断理由＞
事業手法

死亡届の受付時や住民基本台帳への記載時に制度の案内及び申請書を配布してお

Ａ Ａ Ａ り、効果的な事業運営を行っている。

また、市のホームページでも周知している。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

条例に基づき、死亡した市民の葬祭費用を一律に助成している。

Ｂ Ｂ Ｂ

４．令和元年度中に実施した見直し内容
特になし。

見直し内容

特になし。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

過去に事業廃止や減額を検討した経緯もあるが、事業費の執行率は高く、市民が死亡した際に葬祭主宰者の費用

事業の方向性 負担の軽減を一律に行っていることから、現状では実績に応じ予算計上して継続とする。

健康保険の葬祭費との関連や近隣のサービス状況に配慮しながら助成金のあり方を考えつつ、今後も適正な助成

のあり方について慎重に検討を重ねていく。

今後の取組方針



公園 営（戸田公園

駅前出張所） 駅前出張所） 駅前出張所） 駅前出張所 駅前出張所

事　業　費 92,676 68,870 36,966 68,870 68,870

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 3,884 4,284 4,284 4,284 4,284

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 53,781 60,600 60,600 60,600 60,600

一般財源 35,011 3,986 -27,918 3,986 3,986

人　件　費 41,088 41,088 41,088 41,088 41,088

投入 常勤職員 6人 6人 6人 6人 6人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 133,764 109,958 78,054 109,958 109,958

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 行政センター設置箇所
箇所

1 1 1

① 1 1 －

活動
② －

成果 窓口利用者人数
人

戸田公園駅前出張所の窓 57,000 57,000 52,000

① 口利用者人数 58,076 56,510 －

成果
② －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

今年で開所１０年を迎え、立地条件の良さと、開所日の多さ、開所時間が長いといった利便性に加え、認知度が上昇したこと
状況

により、利用者数も定着してきたが、令和２年１月からの新型コロナウィルス感染拡大での影響もあり、令和２年１月から３
の分析

月にかけて、利用者が減少し、年間の窓口利用者人数では目標を達成できなかった。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 5 頁

事務事業名 30464 戸田公園駅前行政センター運営事業

担当組織 市民生活部 市民課 担当 戸田公園駅前出張所担当

組織コード
R2 13 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 02 01 22 01 01

記入日 令和 2年 6月 3日
R1 13 02 00 R1 01 02 01 22 01 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 84 住民基礎情報の管理

事業期間 平成２２年度 ～ 令和２年度

戸籍法、住民基本台帳法、行政手続における特定の 戸田市第４次総合振興計画

根拠法令 個人を識別するための番号の利用等に関する法律、 関連計画
通 達 等 戸田市印鑑条例、戸田市税条例およびこれらの法律 施政方針

の関連法令等

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

対象
　市民（平日の日中に仕事等で市役所開庁時間に来庁することができない市民を含む）

　駅前で行政サービスを提供できる施設を開所し、市民の利便性向上や来所にかかる時間の縮減を図る。

事業目的

　戸田市内ＪＲ戸田公園駅前に行政センターを開所して、住民異動届出の受付業務、各種証明書の交付業務、市税等収納業

務など、本庁業務の一部を取り扱う。また、埼玉県からの権限移譲により、パスポートの申請受付、交付など旅券事務を取

事業内容 り扱っている。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

施設管理・運 施設管理・運 施設管理・運 施設管理・運 施設管理・運

営（戸田公園 営（戸田公園 営（戸田公園 営（戸田



続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

　当センターは、市の総合出張窓口であり、戸田公園駅利用者をはじめ、駅周辺地域に限らず、住民に対する行

事業の方向性 政サービスの拠点として、年末年始を除く、土・日祝日、夜間窓口を開所していることから、今後も開設時間や

立地条件を生かした事業展開が期待され、より取扱業務の充実を視野に、引き続き継続して運営していきたい。

　なお、事業費については、窓口業務委託契約の一本化により、当該委託料を住民基本台帳費から支出すること

となったことから、減額して継続する予定である。

　利用しやすい地域住民の行政サービスの拠点として、限られたスペースのなか、より利用しやすい窓口で、サ

ービス提供の充実が図れるよう事業を継続していく。

　なお、令和２年１月からの新型コロナウィルス感染拡大に伴い、さまざまな状況を想定して、開所時間の短縮

今後の取組方針 や休所となった場合の対応方法を早急に確立する必要がある。

6 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

　住民基礎情報を初めとした各種サービスを年末年始を除き、年間を通じて開所

Ａ Ａ Ａ し、提供していること、利用時間も長いということから、市民への利便性の向上

に大いに貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

　開所時間が長いということはあるが、窓口業務委託契約において、市民課との

Ｂ Ｂ Ｂ 一本化するなどして、規模に適した人員配置をしており、事業費、人件費等の経

費は適正である。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

　市の総合出張窓口として、市民課業務を初め、市関連業務に加え、県からの移

Ｂ Ｂ Ｂ 譲であるパスポート業務を行っており、市の管理部分とそれ以外の部分を業務委

託するなど適正に切り分けし、管理されている。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

　市の事務手数料等は、本庁と同額で設定されている。また、パスポート交付手

Ｂ Ｂ Ｂ 数料についても、国・県と同様に同額で設定されているので、公平かつ適正に図

られている。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
　令和元年１１月から、繁忙期における弾力的な窓口体制の整備として、窓口受付業務委託において、手順書等

の標準化、管理等事務を一元化を図り、事務効率性を高める目的で、市民課と一本化して契約を行った。

見直し内容

　窓口受付業務委託において、契約の一本化を行ったことにより、受付機能の強化が図られ、待機時間の短縮、

作業効率の向上となり、より適正な窓口サービスの提供となった。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継



非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 64,888 137,527 51,085 49,607 49,607

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 戸籍届出受付件数
件

5,950 5,800 5,800

① 5,773 5,920 －

活動
② －

成果 戸籍謄抄本作成時間
分

１件あたりの戸籍謄抄本 1 1 1

① 作成時間 1 1 －

成果 戸籍データ入力時間
分

１件あたりの戸籍データ 10 10 10

② 入力時間 10 10 －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

戸籍届出件数について、昨年より増加したことで目標達成となった。戸籍謄抄本作成や戸籍データ入力の時間についても、事
状況

務処理体制の管理により、短時間で処理出来ており、目標を達成した。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 7 頁

事務事業名 6981 戸籍事務費

担当組織 市民生活部 市民課 担当 管理担当

組織コード
R2 13 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 02 03 01 02 01

記入日 令和 2年 6月29日
R1 13 02 00 R1 01 02 03 01 02 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 84 住民基礎情報の管理

事業期間 平成２５年度 ～ 令和２年度

戸籍法

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

対象
市民、本籍人、届出人

市民、本籍人、届出人の身分及び地位に関する公簿である戸籍業務において、適正に原簿管理と証明書交付サービスを行う

事業目的 。

①戸籍の各種届書等の受付及び審査並びに関係市区町村への通知　②戸籍及び戸籍の附票への記録　③付随する人口動態調

査票、相続税法５８条通知等の事務　④戸籍に関する証明書の交付申請受付及びその交付

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

戸籍事務 戸籍事務 戸籍事務 戸籍事務 戸籍事務

事　業　費 16,952 96,439 9,997 8,519 8,519

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 124 128 128 128 128

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 10,357 8,652 0 0 0

一般財源 6,471 87,659 9,869 8,391 8,391

人　件　費 47,936 41,088 41,088 41,088 41,088

投入 常勤職員 7人 6人 6人 6人 6人

人員



テ

ムの入れ替えを行うため、予算の増額を行っている。

　戸籍法等の法令に基づいて、引き続き適切に戸籍情報を管理していく。また、法務局及び戸籍住民基本台帳事

務協議会と連携し、戸籍事務の正確性及び迅速化を図っていくことで、さらに市民サービスを向上させていく。

　また、戸籍情報は、法令に基づき長期間の管理が必要であるため、より厳重で効果的な管理体制を整備してい

今後の取組方針 く。

8 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

戸籍法等の法令に基づいて、住民基礎情報を適正に管理しており、施策の目標達

Ａ Ａ Ａ 成に貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

最低限必要な職員の人数を検討して処理している。

Ａ Ａ Ａ

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。

＜判断理由＞
事業手法

戸籍事務は法定受託事務であり、法務局と連携しながら適性な手法で行われてい

Ａ Ａ Ａ る。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」により、国が戸籍証明書に関して

Ｂ Ｂ Ｂ 地方公共団体が徴すべき手数料の額を明確に規定しているため、公平で適正な範

囲である。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
特になし。

見直し内容

特になし。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

　戸籍事務費については、法務局及び戸籍住民基本台帳事務協議会と定期的に情報共有して事務内容を見直す機

事業の方向性 会があり、適切な規模となっている。また、外国人からの戸籍届出など、困難な処理を伴う届出もあるが、受付

から戸籍記載までの一連の事務を戸籍事務担当者で処理する体制にすることで正確性を強化している。

　また、事業費については、令和元年の事務改善により、窓口業務委託契約の委託料（戸籍事務分）を住民基本

台帳費から支出することなったことに伴い、減少する見込みである。なお、令和２年度については、戸籍シス



40 108,605 108,605 108,605

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 27,377 27,878 36,530 36,530 36,530

一般財源 68,070 142,721 124,838 119,551 119,551

人　件　費 109,568 109,568 123,264 123,264 123,264

投入 常勤職員 16人 16人 18人 18人 18人

人員 非常勤職員 0人 2人 2人 2人 2人

事業費＋人件費 238,431 398,707 393,237 387,950 387,950

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 転入・転出受付件数
件

18,500 18,500 18,500

① 18,843 19,326 －

活動
② －

成果 住民票の写し作成時間
分

１部あたりの住民票の写 1 1 1

① しの作成時間 1 1 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

全ての指標において目標を達成した。転入者数の伸びは鈍化したものの、県内でも高い異動数となっており、窓口待合等の環
状況

境改善や人員体制の整備により、窓口処理能力が維持できている。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 9 頁

事務事業名 6982 住民基本台帳費

担当組織 市民生活部 市民課 担当 市民担当

組織コード
R2 13 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 02 03 01 03 01

記入日 令和 2年 6月24日
R1 13 02 00 R1 01 02 03 01 03 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 84 住民基礎情報の管理

事業期間 平成２０年度 ～ 令和２年度

住民基本台帳法、行政手続における特定の個人を識 第4次総合振興計画

根拠法令 別するための番号の利用等に関する法律 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

対象
市民

居住関係の公証、その他住民に関する事務処理の基礎とするとともに、住民異動に関する届出等の簡素化を図り、あわせて

事業目的 住民に関する記録を適正に管理することにより、住民の利便を増進する。

①転入・転出・転居等の異動届の受付業務、及び関係市区町村への通知事務　②住民票の写し等各種証明書の交付業務　③

その他住民基本台帳の閲覧業務　④住民記録の実態調査　⑤住民基本台帳ネットワーク運用 ⑥個人番号通知カード及び個

事業内容 人番号カードの交付

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

住民基本台帳 住民基本台帳 住民基本台帳 住民基本台帳 住民基本台帳

事務 事務 事務 事務 事務

事　業　費 128,863 289,139 269,973 264,686 264,686

財
源
内
訳

国庫支出金 33,416 118,5



１．４％へ、平成３０年度１５.２％から令和元年度１８.８％へ上昇し

見直しの効果 た。

　個人番号カードの交付について、人口からの交付率は、平成３０年度末１５.４％から令和元年度末１８.４％

へ上昇した。なお、埼玉県の交付率は、平成３０年度末１２.８％から令和元年度末１５.３％へ推移している。

５.今後の方針

○１現状で継続 ●２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

　専門性を有する職員育成、窓口事務の効果的な民間活用や証明書自動交付サービスの拡充を進めるなど、法令

事業の方向性 に基づく適正な事務執行を継続する必要がある。

　また、事業費については、令和元年の事務改善により、窓口業務委託契約の委託料（出張所分及び戸籍事務分

）を住民基本台帳費から支出することなったことに伴い、増額する見込みである。さらに、令和２年度について

は、コンビニ交付システムの入れ替えやマイキーID設定（マイナポイント申込み）支援業務委託を実施するため

、予算の増額を行っている。今後も個人番号カード交付関連業務の増加が見込まれることから、事業の方向性は

拡大して継続する必要があると考える。

　施策の目的を達成するため、専門性を有した職員の計画的な育成、窓口業務の適正管理や証明書自動交付サー

ビスと個人番号カードの普及を継続する。

　特に、各窓口事務の標準化・効率化に努めるとともに、証明書自動交付サービスと個人番号カードの普及を図

今後の取組方針 るため、効果的かつ持続可能な施策を立案・施行する。

10 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

専門性を有する職員育成、窓口事務の効率的な民間活用や証明書自動交付サービ

Ａ Ａ Ａ スの拡充を進め、法令に基づく適正な事務を執行しており、施策の目標達成に貢

献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

窓口業務委託等の業者選定の適正な執行や、事業者負担での運用となる広告付き

Ｂ Ｂ Ｂ 番号案内表示設備を安定稼働させるなど、適切な民間活用を進め経費節減に努め

ている。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。

＜判断理由＞
事業手法

窓口業務委託を実施しており、事業手法は効率的になっている。また、証明書交

Ａ Ａ Ａ 付キオスク端末設置による証明書自動交付サービスの拡充や、個人番号カードの

交付利便の向上のため申請時来庁方式による個人番号カード受付イベントを実施

するなど、市民の多様なニーズに対応する工夫を行っている。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

証明書交付手数料については、交付窓口の区分によらず一律の手数料としており

Ａ Ａ Ａ 、適正な受益負担となっている。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
　証明書取得に係る市民利便向上とコンビニ交付利用促進のため、市内セブンイレブン店舗においてチラシの配

架を実施した。

見直し内容 　個人番号カード申請に係る利便向上のため、出張申請受付方式及び申請時来庁方式による個人番号カード申請

受付イベントを開催した。

　証明書のコンビニ交付について、住民票の写しと印鑑登録証明書の市全体からのコンビニ交付率は、それぞれ

平成３０年度９．９％から令和元年度１



務 事務 事務 事務 事務

事　業　費 75 120 120 120 120

財
源
内
訳

国庫支出金 75 120 120 120 120

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 0 0 0 0 0

人　件　費 6,163.2 6,163.2 6,163.2 6,163.2 6,163.2

投入 常勤職員 0.9人 0.9人 0.9人 0.9人 0.9人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人 0人 0人

事業費＋人件費 6,238 6,283 6,283 6,283 6,283

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 住居地届出等、特別永住者証明書
件

外国人住居地届出と特別 2,850 3,168 3,220

① の交付等(住基法改正後) 永住者証明書交付の件数 3,137 3,189 －

活動
② －

成果 住民票の写し作成時間(住基法改
分

１部あたりの住民票の写 1 1 1

① 正後) しの作成時間 1 1 －

成果
② －

Ａ：活動・成果ともに達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

全ての指標において目標を達成している。特別永住者証明書の交付等、中長期在留者の住居地届出等について、取扱件数の増
状況

加を続けている中、適正に事務を執行している。
の分析

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 11 頁

事務事業名 6983 在留事務費

担当組織 市民生活部 市民課 担当 管理担当

組織コード
R2 13 02 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 02 03 01 04 01

記入日 令和 2年 6月23日
R1 13 02 00 R1 01 02 03 01 04 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 08 着実な総合振興計画の実行に向けて ○ 対象

分野 03 効率的な行政運営

● 対象外
施策 84 住民基礎情報の管理

事業期間 平成２４年度 ～ 令和２年度

住民基本台帳法、日本国との平和条約に基づき日本 戸田市第４次総合振興計画

根拠法令 の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 関連計画
通 達 等 、出入国管理及び難民認定法 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

対象
戸田市居住の特別永住者及び中長期在留者等の外国人住民

特別永住者及び中長期在留の外国人住民について、住民情報の適正管理を行う。また、法令に基づき、入管システムと住民

事業目的 記録システムとを連携管理し、外国人住民の利便性の向上を図る。

特別永住者及び中長期在留者の住居地届出に関する出入国在留管理庁との情報連携を管理し、日本人住民同様の行政サービ

スを提供している。また、特別永住者については出入国在留管理庁への連携窓口となっており、負担の軽減や利便性の向上

事業内容 に努めている。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

中長期在留者 中長期在留者 中長期在留者 中長期在留者 中長期在留者

居住地届出等 居住地届出等 居住地届出等 居住地届出等 居住地届出等

事



12 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：施策の目標達成に大いに貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

外国人住民の情報を正確に住民基本台帳へ記載しており、行政サービスを提供す

Ａ Ａ Ａ る住民基礎情報の適正管理に大いに貢献している。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

最低限必要な事業費・職員人数について精査を行い、適正な水準である。

Ａ Ａ Ａ

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。

＜判断理由＞
事業手法

異動内容を住民記録システムへ入力することにより、法務省への通知が自動作成

Ａ Ａ Ａ されており、効率的な手法となっている。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ａ：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

広域交付住民票の取得、マイナンバーカードの作成、コンビニ交付サービスの利

Ａ Ａ Ａ 用等日本人と同様のサービスが提供されていることから、公平性は適正となって

いる。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
特になし。

見直し内容

特になし。

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

　外国人住民の住民情報を正確に記録し、住民基礎情報の適正管理に貢献している。

事業の方向性 　また、事務事業の一部に、法定受託事務である中長期在留者住居地届出等事務があり、外国人住民の利便性向

上に貢献している。

　外国人住民の住民基礎情報の適正管理のため、法務省入国管理局との情報連携について適正なデータ連携を維

持し、より一層の適正化を図っていく。

今後の取組方針


